
２０２５年１１月吉日 
各  位 

新湊信用金庫 
 

「手形帳・小切手帳・保証小切手」の発行停止について 
 

 平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 
 この度、新湊信用金庫は政府・産業界・金融界が一丸となって取り組んでおります
「手形・小切手の全面的な電子化」に向けた取り組みの一環として下記の通り実施さ

せていただきます。 
 今後とも一層のサービス向上に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。 
 

記 
【取組内容】 
 
１．手形帳・小切手帳・保証小切手の発行停止 

２０２７年４月に電子交換所における手形・小切手の交換が廃止される事に伴い、 

２０２６年３月末日を持ちまして手形帳・小切手帳・保証小切手の新規発行を停止しま

す。 
 
２．当座預金からの出金について 

当座預金からの出金方法については２０２６年１月５日より当金庫所定の出金伝票

をご利用いただけます。 
 
※届出印鑑の押捺が必要となります。 

※お手持ちの小切手帳は 2027 年 3 月末までは引き続きご利用いただけます。なお、未使

用の手形帳・小切手帳の買戻し（返金）は予定しておりません。 

※該当当座預金の払い戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、

「本人確認書類」および「定例集金帳や残高証明書」等の当金庫が発行した該当の当座預

金の口座番号が確認できる書類を求める場合があります。 

※出金伝票での取り扱いはお取引店に限ります。 
 

【手形・小切手の電子化に伴う代替サービスのご案内】 

・手形に代わる電子決済方法として「電子記録債権（でんさいネットサービス）」

のご利用をご検討ください。 

・小切手に代わる電子決済方法として「法人インターネットバンキング」のご利

用をご検討ください。 
 

※詳しいサービス内容は窓口にお問い合わせください。 
以上 

 【本件に関するお問い合わせ先】 
新湊信用金庫 業務管理部 TEL(0766)82-8613 


